
地震から命を守るために　～支援から見えた必要な備え～

　能登半島地震において、多くの建物やブロック塀が倒壊しました。
　本市では、耐震改修（除去）工事費用やブロック塀除去工事費用についての補助金制度があります。活用を検
討してみませんか。

【注意事項】各補助金とも、工事後の申請は受け付けできませんので、必ず事前に相談してください。

●対象となる建物　次の全てに当てはまること
◇木造戸建て住宅（店舗などの用途を兼ねる場合は、店舗等用途に供する部分の床面積が1/2未満）
◇昭和56年５月31日以前に建築または工事着手したもの
◇耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の建物を、建物全体が1.0以上または１階部分の上部構造評
点が1.0以上にする耐震改修工事
※本市では耐震診断はできませんので、耐震診断ができる機関を紹介します。
◇耐震改修工事の場合、居住者がいるか、工事後に居住者がいること
◇解体工事の場合、申請日の１年以上前から居住者がいること
●対象者　木造戸建て住宅の所有者（所有者の承諾があれば、居住者でも申請ができます。）
●対象経費　耐震改修工事費または解体工事費にかかる経費
●補助金額　耐震改修工事の場合、工事費の50％相当額（上限60万円）

解体工事の場合、改修工事を行った場合の工事費と比較して、いずれか低い額の45％相当額
（上限60万円）

●その他の条件
◇市との協議を行う
◇工事請負契約前に補助工事申請を行う
◇申請者は暴力団員などではなく、市税を滞納していない
◇工事を実施した年度の２月末までに工事完了する（補助金申請は４月から受付開始）

補助金を活用しませんか？
地震は必ず

起こります！

大野城市木造戸建て住宅耐震改修等補助金

●補助対象となる塀　次の全てに当てはまること
◇ブロック塀・石塀・レンガなどの塀
◇道路に面している
◇道路面からの高さが１ｍ以上
◇市の事前調査により補助対象と判断されたもの
※事前調査は無料で行いますので、申し込みの際は、問い合わせてください。
●対象者　ブロック塀の所有者
●対象経費　ブロック塀などの撤去にかかる経費（フェンスなどの再築費用は補助対象外となります）
●補助金額　次のどちらか少ない額（上限16万円）
◇対象経費の2/3相当
◇工事延長（m）×8000円
●その他の条件
◇工事請負契約前に補助工事申請を行う
◇申請者は暴力団員などではなく、市税を滞納していない
◇工事を実施した年度の２月末までに工事完了する（補助金申請は４月から受付開始）

大野城市ブロック塀等撤去費補助金

●問い合わせ先　生活安全課　☎（580)1897 daianzen＠city.onojo.fukuoka.jp

　エネルギー・食料品価格などの物価高騰の影響が
大きい低所得世帯への支援として、給付金を支給し
ます。

住民税均等割のみ課税世帯給付金
●支給対象者
令和５年12月１日時点で本市に住民登録があ
り、世帯全員の令和５年度住民税均等割のみ
が課税である世帯、または令和５年度住民税
が均等割のみ課税されている人と非課税の人
で構成される世帯（住民税が課税されている
人から扶養されている人のみの世帯は除く）

※他市町村で既に令和５年度分の住民税均等割のみ
が課税である世帯に対する給付金（10万円）の支
給を受けた世帯は、対象外です。

●支給額
１世帯当たり10万円（１回限り）

低所得者の子育て世帯加算給付金
●支給対象者
住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課
税世帯のうち、18歳以下（平成17年４月２
日生まれ以降）の児童がいる世帯

●支給額
児童１人当たり５万円（１回限り）

●手続き方法
　対象世帯には、支給に関する確認通知書また
は申請書を３月上旬から順次発送します。

　◇確認通知書が届く世帯
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給
付金（非課税世帯への７万円の給付金）を受給
した世帯で、18歳以下の児童がいる世帯。

　◇申請書が届く世帯
住民税均等割のみ課税世帯給付金（10万円）
の支給対象と思われる世帯。（18歳以下の児童
がいる世帯を含む。）

●申請方法
◇送付◇オンライン申請（送付による書類の
返送手続きは不要です。）

※必要書類など、詳しくは市ホームページを確認す
るか、問い合わせてください。

●支給日　３月下旬以降随時
※オンライン申請の内容、または送付された書類に
不備がある場合は、支給予定日が変更となる場合
があります。

●申請期限
５月31日㈮（消印有効）

●問い合わせ先
　　総務管理課給付金等担当　☎（580)1917

●新規申込受付期限　３月29日㈮
※商工会へのあっせん申込期限
●融資申込先　市商工会
●利子、保証料補助　請求可能な時期に、事業者へ

市から直接案内します。
※融資制度・補助制度など、詳しくは市ホームペー
ジを確認してください。

●問い合わせ先
◇産業振興課産業振興担当 ☎（580)1870
◇市商工会 ☎（581)3412

大野城市中小企業緊急経済対策融資（利子補助付の融資）の
新規申込受付は３月まで

住民税均等割のみ課税世帯給付金（10万円）・
低所得者の子育て世帯加算給付金（５万円）を支給

住民税均等割のみ
課税世帯給付金

低所得者の子育て世帯
加算給付金
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